
 ⽇  本  ハ  ン  ド  ボー  ル  協  会     公  認  Ｄ  級  審  判  員  申  請  に  つ  い  て 
 （  2024  年  3  ⽉  登  録  以  降） 

 ⽇  本  ハ  ン  ド  ボー  ル  協  会  公  認  Ｄ  級  審  判  申  請  を  取  得  す  る  ⽅  は  下  記  の  事  項  を  確  認  の  上  申  請  し  て  く  だ  さ  い。 

 （１）  公  認  審  判  員  は、  審  判  技  術  に  よ  り  Ａ‧  Ｂ‧  Ｃ‧  Ｄ  の  ４  つ  の  級  に  分  け  ら  れ  ま  す  が、  現  在  資  格  を  所  持  さ  れ  て  い 
 な  い  ⽅  は  ま  ず  Ｄ  級  か  ら  の  申  請  と  な  り  ま  す。  申  請  の  資  格  は  満  １  ６  歳  以  上  が  条  件  と  な  り  ま  す。 
 ⽇  本  ハ  ン  ド  ボー  ル  協  会  HP  内  の  競  技  者‧  関  係  者  ペー  ジ  の  競  技‧  審  判  （競  技‧  審  判  本  部）  に  掲  載  さ  れ  て  い  る 
 「  2023  （令  和  5  ）  年  9  ⽉  1  ⽇  施  ⾏  公  認  審  判  員  お  よ  び  公  認  テ  ク  ニ  カ  ル  オ  フィ  シャ  ル、  公  認  審  判  指  導  員  等  に  関 
 す  る  規  程  お  よ  び  関  係  書  類  」  に  記  載  さ  れ  て  い  る  内  容  を  確  認  し  て  く  だ  さ  い。  滋  賀  県  ハ  ン  ド  ボー  ル  協  会  の  審  判 
 部  の  ペー  ジ  の  「競  技‧  審  判  本  部」  よ  り  ⽇  本  協  会  の  ペー  ジ  へ  移  動  す  る  こ  と  も  で  き  ま  す。 

 （２）  ⽇  本  協  会  競  技  者  登  録  シ  ス  テ  ム  「マ  イ  ハ  ン  ド  ボー  ル」  で  は  全  て  の  個  ⼈  の  登  録  （審  判  登  録  含  む）  は  原  則  登  録 
 か  ら  ⽀  払  い  ま  で  個  別  で  で  き  る  よ  う  に  なっ  て  お  り  ま  す。 

          し  か  し  な  が  ら、  滋  賀  県  協  会  審  判  部  で  は  審  判  登  録  者  を  管  理  す  る  た  め  に、  こ  れ  ま  で  通  り  滋  賀  県  ハ  ン  ド  ボー  ル 
 協  会  で  ⼀  括  で  審  判  員  登  録、  ⽀  払  い  を  し  ま  す。 

          関  ⻄  学  連  の  審  判  登  録  な  ど  特  別  な  場  合  を  除  い  て  滋  賀  県  協  会  審  判  部  で  審  判  員  登  録  を  す  る  の  で、  個  別  で  ⽀  払  い 
 を  し  な  い  よ  う  に  し  て  く  だ  さ  い。 

 （３）  Ｄ  級  を  新  規  に  申  請  す  る  ⼈  で、  ⽇  本  協  会  競  技  者  登  録  シ  ス  テ  ム  「マ  イ  ハ  ン  ド  ボー  ル」  で  会  員  登  録  ID  を  取  得  し 
 て  い  な  い  ⼈  は、  ま  ず  新  規  会  員  登  録  を  し  て  ID  を  取  得  し  て  く  だ  さ  い。 

          ⽇  本  ハ  ン  ド  ボー  ル  協  会  HP  内  の  下  記  の  バ  ナー  を  ク  リッ  ク  し  て  登  録  へ  進  ん  で  く  だ  さ  い。 

                                       
          ※  審  判  以  外  （選  ⼿  ま  た  は  役  員  な  ど）  で  す  で  に  ID  を  取  得  し  て  い  る  場  合  は、  新  規  D  級  の  登  録  で  あっ  て  も  新  た 

 に  ID  を  取  得  す  る  必  要  は  あ  り  ま  せ  ん。  重  複  し  て  発  ⾏  し  な  い  よ  う  に  し  て  く  だ  さ  い。 

 会  員  登  録  後、  滋  賀  県  ハ  ン  ド  ボー  ル  協  会  審  判  部  ペー  ジ  の 

 （公  財）  ⽇  本  ハ  ン  ド  ボー  ル  協  会  公  認  Ｄ  級  審  判  員  申  請  書 

 に  必  要  事  項  を  記  ⼊  し  （４）  の  滋  賀  県  ハ  ン  ド  ボー  ル  協  会  審  判  部  事  務  局  ま  で  郵  送  し  て  く  だ  さ  い。 
 ま  た  （２）  に  記  載  通  り  ⽀  払  い  は  滋  賀  県  協  会  審  判  部  で  ⼀  括  で  ⾏  う  の  で、  申  請  費  ⽤  は  （５）  に  記  載  の  ⼝  座  に 
 振  り  込  ん  で  く  だ  さ  い。 

 申  請  費  ⽤ 
                         ①  新  規  Ｄ  級  認  定  料                                                  ４  ，  ５  ０  ０  円 
                            （コ  イ  ン‧  ⼿  帳‧  ワッ  ペ  ン  代  含、  罰  則  カー  ド  含） 
                         ②  審  査  料                                      ２  ，  ０  ０  ０  円 

       ③  近  畿  ハ  ン  ド  ボー  ル  協  会  登  録  費                                      ２  ０  ０  円 
      
                                                                      合  計  ６  ，  ７  ０  ０  円  （税  込  総  額） 



 （４）  申  請  書  郵  送  先 
          滋  賀  県  ハ  ン  ド  ボー  ル  協  会  審  判  部  事  務  局 

    〒  ５  ２  ２  －  ０  ０  ０  ２  滋  賀  県  彦  根  市  松  原  町  ３  ５  １  １  －  １ 
 近  江  ⾼  校  ハ  ン  ド  ボー  ル  部  ⼤  東     賢  典 

 電  話  ：  ０  ７  ４  ９  －  ２  ２  －  ２  ３  ２  ３  （近  江  ⾼  校  代  表  番  号） 

 （５）  申  請  費  ⽤  振  込  先 
             滋  賀  銀  ⾏     彦  根  南  ⽀  店  （普  通） 

    ⼝  座  番  号  ：  ４  ７  ３  １  ７  ０        ⼝  座  名  ：  滋  賀  県  ハ  ン  ド  ボー  ル  協  会 


